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2013 年企業規制改革法による 
競争市場当局設置とカルテル罪の改正

──英国競争法の現在──

青柳　由香

Ⅰ．はじめに

　欧州における競争法のエンフォースメントでは、EU 機能条約に規定される

きわめて強力な EU 競争法が高い関心の的となっている 1）。一方で、欧州にお

いては EU 競争法とならんで各加盟国もまたそれぞれの国内競争法を有してい

る 2）。加盟国の国内法は、EU 競争法の対象にならない行為を規制するだけで

なく、損害賠償や刑事罰に関する規定を有さない EU 競争法をエンフォースメ

ント面で補完する機能等を果たしており、各国についてその具体的内容を知る

ことは重要である。

　とりわけ英国競争法のエンフォースメントに関するルールは、以下の点にお

いて、比較法的検討により日本の独占禁止法研究に対して示唆を持つものであ

るように考えられる。まず第 1 に、英国競争法は刑事罰規定を有しており、マ

論　  説

　　　　　　　　　　　　　　

1）  EU 競争法が世界的に強力な執行力を有する事情の分析について、拙稿「EU 競争法の対
外的な規制力」遠藤乾・鈴木一人編『EU の規制力』（日本経済評論社、2012 年）111 頁。

2）  EU 競争法と加盟国競争法の関係については、EU の規則 2003 年 1 号が規律している。
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リンホース事件にみられように国際的な事件においてこれを適用しているため、

日本で特に関心がもたれている。しかし、より重要なのは以下の点である。日

本の独禁法の罰則規定には、厳罰化の傾向がみられるにもかかわらず、実際の

運用において、独禁法違反に基づいた刑事告発がなされた事例は、近年におい

てもきわめて限られている 3）。日本では刑事罰の運用経験が浅いことから、英

国競争法の刑事罰規定の内容およびその具体的運用状況を研究することによっ

て、日本の法理論および法運用にとって重要な示唆を得ることが期待できる。

　第 2 に、英国競争法は、欧州においても特に手厚いとされる手続き的保障が

みられる点である。手続き的保障については、日本の独占禁止法においても注

目される動きがでている。すなわち、日本では、近年の独占禁止法の改正で、

エンフォースメントの強化がおこなわれた。具体的には、課徴金制度の拡充、

リニエンシー（課徴金減免）制度の導入、刑事罰の拡大、犯則調査権限の導

入などがそれにあたる。このエンフォースメントの強化にあわせて、独占禁止

法のエンフォースメントにおける公正性および透明性の確保が問題とされてい

る。この点については、公正取引員会の審判制度を廃止して、公正取引員会に

よる行政処分の不服審査を裁判所に委ねること、および公正取引員会による処

分前の手続きを充実および透明化することを内容とする法改正がおこなわれて

いる。また、平成 25 年改正時の附則にもとづき、事件関係人による十分な防

御の確保を目的とした審査手続きの見直しの検討もなされている 4）。このよう

　　　　　　　　　　　　　　

3）  厳罰化については、平成 4 年改正、平成 14 年改正、平成 17 年改正、平成 21 年改正にお
いて刑の上限引き上げなどがなされている。独禁法違反で、告発・起訴された事件数は、
本稿執筆の平成 27 年 1 月現在で 20 件である。このうち、公正取引員会が刑事告発の積
極化を初めて表明した 1990 年以降のものが 15 件である。積極化以降でも、年平均 1 件
に満たない件数となっている。独禁法違反による刑事罰の概要については、根岸哲・舟
田正之『独禁法概説第 4 版』（有斐閣、2010 年）363 頁以下などを参照。なお、競争法に
関わる刑事罰としては、独禁法違反の他に刑法の談合罪などがある。

4）  検討の内容については、平成 26 年 12 月 24 日「独占禁止法審査手続についての懇談会報
告書」を参照。
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に、日本で手続き的保障の充実が課題となっているなかで、充実した手続き的

保障をもつとされる英国法の研究は日本法を考えるうえで重要な示唆をあたえ

てくれると思われる。

　このほかにも、集団訴訟による損害賠償請求が用意されているうえ、集団訴

訟における訴訟クラスの拡大を内容とする法改正の動きがあるなど私人による

エンフォースメントを実現するための制度が充実している点、エンフォースメ

ント主体として、競争当局だけでなく一定の事業分野の規制当局も権限をもつ

点など、日本の独占禁止法研究の参考になる点は多い。

　以上のように、英国競争法のエンフォースメントは日本の独禁法研究の重

要な素材となるものであるにもかかわらず、これまで日本ではそもそも英国

競争法自体についての研究が活発にされてきたとはいいがたい 5）。くわえて、

　　　　　　　　　　　　　　

5）  現在の英国競争法に基本的な枠組みを定めた 1998 年競争法制定以降の英国競争法関連の
邦語文献として以下のものがある。実体法について、渡辺昭成「イギリス競争法の EU 化

（1・2・3・完）」早稲田大学大学院法研論集 94 号（2000 年）390 頁、95 号（2000 年）270
頁、96 号（2000 年）204 頁、同「英国 1998 年競争法―EU 法との整合性」早稲田法学 76
巻 3 号（2001 年）239 頁、同「『公共の利益』概念の具体化―イギリス競争法からの示唆」
比較法学 35 巻 1 号（2001 年）25 頁、同「2002 年企業法によるイギリス合併規制の変革」
静岡大学法政研究 8 巻 3・4 号（2004 年）292 頁、同「イギリス 1998 年競争法の運用と公
共の利益（1）（2・完）」静岡大学法政研究 9 巻 4 号（2005 年）230 頁、10 巻 2 号（2005 年）
170 頁、林秀弥「米国・EC 独禁法判例研究 (40) 英国公正取引庁の市場画定ガイドライン
―EC 競争法への平準化と画定手 法の普遍化」公正取引 616 号（2002 年）87 頁、相関透「英
国における 1998 年競争法の制定について」公正取引 580 号（1999 年）30 頁、ジョン・ブ
リッジマン「21 世紀の英国における競争政策のあり方」公正取引 578 号（1998 年）13 頁。

　   　2013 年企業規制改革法による改正前のエンフォースメントについて、栗田誠「英国に
おける競争法の執行手続」公正取引 727 号（2011 年）42 頁、同「英国競争法の執行手続」
国際商事法務 38 巻 8 号（2010 年）1040 頁、井上朗「英国競争法におけるカルテルに対
する刑事執行（上・下）」公正取引 709 号（2009 年）38 頁、710 号（2009 年）49 頁、今
井猛嘉「競争法違反に対する制裁」法學志林 105 巻 4 号（2008 年）69 頁、吉川精一「EU
競争法違反を理由とする英国での損害賠償訴訟」国際商事法務 35 巻 1 号（2007 年）13
頁、中川政直「競争法違反会社取締役資格剥奪制度」関東学院法学 16 巻 2 号（2006 年） 
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英国競争法 は、2013 年企業規制改革法（Enterprise and Regulatory Reform 

Act 2013）によって大きな変更をうけており、日本の従来の研究では不十分と

なっている。

　そこで、本稿では、以上のような問題意識を念頭におきつつ、今後の研究

のための基礎的な作業として、2013 年企業規制改革法以後の英国競争法に

おけるエンフォースメントの全体像を概観し、その特徴を明らかにすること

を目的とする。

　以下では、まず 1 で英国競争法の法源と全体像を確認する。つづく 2 では、

エンフォースメントの流れを確認し、3 においてこれに関連する諸機関につ

いて概観をえる。本稿では特に、2013 年企業規制改革法により変更があった、

カルテル罪の構成要件、および競争当局の組織を取り上げている。最後に、

結びにおいて、英国競争法のエンフォースメントの特徴を示し、今後の検討

課題を提示する。

１．英国競争法の法源と基本体系の確認
　（1）根拠法、ガイドライン
　イギリス競争法は、1998 年競争法（Competition Act 1998）、および 2002 年

企業法（Enterprise Act 2002）を中心とする 6）。

　　　　　　　　　　　　　　

　   25 頁、南部利之＝佐藤和生「イギリス競争法の概要（上・中・下）」国際商事法務 31 巻
2 号（2003 年）153 頁、同巻 3 号（2003 年）318 頁、同巻 4 号（2003 年）473 頁。

　   　2013 年改正について、坂野吉弘「英国競争法改正について」公正取引 753 号（2013 年）
16 頁。

　   　規制分野における競争法の運用について、友岡史仁「公益事業における競争法の適用」
日本経済法学会年報 31 号（2010 年）97 頁、同「英国エネルギー市場における 1998 年競
争法の適用」日本法學 73 巻 2 号（2007 年）701 頁。

6）  1998 年競争法による国内法の再編成の背景について、たとえば Richard Whish, Competition 
Law 7th ed. (2012), at 306-308. 
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　両法以前には、1973 年公正取引法（Fair Trading Act）、1976 年および 1977

年制限的取引慣行法（Restrictive Trade Practices Acts 1976 and 1977）、1976

年再販売価格法（Resale Prices Act 1976）、1980 年競争法（Competition Act）

が存在していた。1998 年競争法により 1980 年競争法の反競争的慣行に関する

規定と、制限的取引慣行法、再販売価格法が廃止された。1998 年以前の競争

法体系の一部にはいまだ有効なものがある。

　1998 年競争法は、2002 年企業法および 2004 年改正規則 7）により改正されて

いる。また、2013 年 4 月 25 日に国王の裁可（Royal Assent）を受けた 2013 年

企業規制改革法が 1998 年競争法および 2002 年企業法を改正している。

　競争当局 と し て 2013 年 3 月末 ま で 存在 し た 公正取引庁（Office of Fair 

Trading, OFT）は多数のガイドラインを公表してきた。ガイドラインには、

1998 年競争法および 2002 年企業法により公正取引庁に公表が義務付けられ

たものと、その裁量により公表されたものがある。2013 年企業規制改革法に

よる公正取引庁および競争委員会の廃止を受けて、2014 年 4 月 1 日よりそれ

らの任務のほとんどを引き継いだ競争市場当局（Competition and Markets 

Authority, CMA）にもガイドラインを公表する義務付けがなされている 8）。

　（2）規制体系
　イギリスにおける競争法の規制体系は、① 1998 年競争法第 1 章による

競争制限的合意 の 禁止（「第 1 章 の 禁止」（Chapter 1 Prohibition））、②同

法第 2 章による市場支配的地位の濫用の禁止（「第 2 章の禁止」（Chapter 2 

　　　　　　　　　　　　　　

7）  Competition Act 1998 and Other Enactments (Amendment) Regulations 2004, SI 
2004/1261.

8）  Competition Act 1998, s 52 (as amended by Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, 
Schedule 5, Part 1, para 32); Enterprise Act 2002, s 6 (as amended by Enterprise and 
Regulatory Reform Act 2013, Schedule 5, Part 2, para 61).  
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Prohibition））、および③ 2002 年企業法による合併規制からなる。これらは原

則として EU 競争法に範をとるもので 9）、それぞれ、EU 機能条約 101 条によ

るカルテル規制および同条約 102 条による市場支配的地位の濫用規制、合併規

則 10）による合併規制に対応している。

①競争制限的合意の禁止：1998年競争法

　1998 年競争法第 1 章 2 条 1 項は「競争を阻害、制限または歪曲する合意

（agreements）」について「…事業者間の合意、事業者団体による決定または

協調的行為であって、(a) 連合王国内の取引に影響を与えうるもので、（b）連

合王国内の競争を阻害、制限または歪曲する目的または効果を有するものは、

…禁止される」と規定する。

　第 1 章内において、一定の場合に 2 条による禁止からの適用免除が規定され

ている 11）。

　なお、いわゆるハードコアカルテルについては、別途 2002 年企業法 188 条

によりカルテル罪が規定されている。

②市場支配的地位の濫用規制：1998年競争法

　1998 年競争法第 2 章 18 条 1 項は、「…市場における支配的地位の濫用に該

当する１またはそれ以上の事業者によるいかなる行為も、連合王国内における

取引に影響を与えうる場合には、禁止される」と規定して、市場支配的地位の

濫用を禁止する。

　　　　　　　　　　　　　　

9）  1998 年競争法により、国内における競争法ルールが EU 競争法と整合するようになった。
この点につき、渡辺・前掲注（3）「英国 1998 年競争法」および「イギリス競争法の EU 化」
を参照。

10）  Council Regulation (EC) 139/2004 on the Control of Concentrations between Undertakings 
(EC Merger Regulation) [2004] OJ L 24/1. 

11）  適用免除について、渡辺・前掲注（3）「英国 1998 年競争法」245 頁。
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③合併規制：2002年企業法

　2002 年企業法の第 3 部が、合併を規律している。同法の下では、事業者は

合併について当局に事前通知する義務を負わない（自主的に事前に非公式また

は公式の手続きを取ることもできるようである）。

　合併規制は 2 段階に分けてなされる。これまで、第 1 段階は公正取引庁、そ

して第 2 段階としてより長く詳細な審査が競争委員会によって実施されてき

た。2013 年企業規制改革法による改正で、審査が 2 段階でなされるという点

は維持されているものの、競争市場当局という統合されたひとつの組織内です

べての審査がなされるようになった。

　なお、EU 合併規則にいう「共同体規模」（Community dimention）の集中に

ついては、国内法の下では規律の対象とならない 12）。

　（3）サンクション
　競争法に違反した場合、英国競争法は行政上の制裁、刑事罰に加えて、企業

役員資格の剥奪を規定している。また、民事上の救済として事業者等に損害賠

償責任が発生し、差止め等も求められる。それぞれの制度の概観は以下の通り

である。

①行政制裁金制度	

　1998 年競争法 36 条は、第 1 章の禁止と第 2 章の禁止の違反に対して制裁金

（penalty）を課すことを規定している 13）。制裁金の対象となるのは当該違反が

「故意または過失」によってなされた場合である 14）。制裁金に関する除斥期間

は規定されていない。

　　　　　　　　　　　　　　

12）  その例外について、see, Merger Regulation Article 4(4), 9, and 21(4).

13）  Competition Act 1998, s 36 (1) & (2).

14）  Competition Act 1998, s 36 (3).
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　制裁金の算定方法は 2012 年「制裁金の適正な額に関するガイダンス 15）」に

示されている。1998 年競争法 36 条に基づく制裁金は、以下の 6 ステップで算

定される。①違反行為の重大性に基づく算定率（最大で 30％）と事業者の関

連する売上げ（違反行為の影響を受ける関連商品市場・地理的市場における

売上げ）による計算、②期間による調整、③加算・減算事由による調整、④

事業者個別の抑止の実現や比例性のための調整、⑤法定上限額（決定の前年

度の世界全体での売上げの 10％ 16））を超える場合およびダブルジェパティを

回避するための調整、⑥リニエンシーおよび、または和解に基づく減額調整

である 17）。

　競争市場当局が受領する制裁金は英国の国家歳入を出し入れする統合基金

（Consolidated Fund）に収められる 18）。競争審判所に対して制裁金の賦課、そ

の金額に関する不服申立てがなされる場合には、競争市場当局による制裁金支

払いに関する決定の効力が停止する 19）。不服申立てについて競争審判所が制

裁金の賦課の確認や金額の変更等の判断をする際、競争審判所は利息を課すこ

とができる 20）。制裁金の支払いがなされておらず、不服申立て期限が渡過し

た場合、または不服申立てについて判断がなされた場合には、残存する制裁金

　　　　　　　　　　　　　　

15）  OFT’s guidance as to the appropriate amount of a penalty, OFT 423 (2012). 同ガイダンス
は公正取引庁により策定されたものであるが、市場競争当局も引き続きこれを採用して
いる。

16）  Competition Act 1998, s 36 (8); Competition Act 1998 (Determination of Turnover for 
Penalties) Order 2000 (SI 2000/309) (as amended by Competition Act 1998 (Determination 
of Turnover for Penalties) (Amendment) Order 2004 (SI 2004/1259); OFT’s guidance as to 
the appropriate amount of a penalty, OFT 423 (2012), point 1.12.

17）  OFT’s guidance as to the appropriate amount of a penalty, OFT 423 (2012), point 2.1.

18）  Competition Act 1998, s 36 (9). 

19）  Competition Act 1998, s 46 (4).

20）  The Competition Appeal Tribunal Rules 2003, SI 2003/1372.
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額は競争市場当局により民事債権（civil debt）として回収される 21）。

②刑事罰

　2002 年企業法により一定のカルテルについてカルテル罪（cartel offence）が

導入された 22）。さらに近時になり、2013 年企業規制改革法がカルテル罪の要

件を変更している。ここではまず、改正前の 2002 年企業法によるカルテル罪

について確認し、その後に 2013 年企業規制改革法による変更の内容とその背

景を検討する。
　（i）カルテル罪の構成要件

　2013 年改正前の 2002 年企業法 188 条はカルテル罪について次のように規定

した。「個人が、少なくとも 2 の事業者（A および B）に関連して以下の類の

合意を締結または実施、あるいは締結または実施させることについて、一人ま

たはそれ以上の他者と不誠実に（dishonestly）合意する場合、当該個人は有罪

である（略）」。

　カルテル罪の特徴は以下の通りである。

　まず、カルテル罪の対象は個人であり、事業者は対象とならない。この点、

日本の独占禁止法は、事業者と、両罰規定により違反行為を実行した自然人と

その業務主を処罰の対象としており異なる 23）。

　また、カルテル罪は、第 1 章の禁止に違反することを要件とはしておらず、

独立の規定となっている。すなわち、2002 年企業法 188 条がカルテル罪の構

成要件について別途規定しており、第 1 章の禁止に反したとしても、カルテル

　　　　　　　　　　　　　　

21）  Competition Act 1998, s 37.

22）  EnterpriseAct 2002, s 188. なお、EU 競争法に基づいて事業者に対する制裁金が課された
上で、さらに英国法に基づいてカルテル罪が適用されることもありうる。坂野・前掲注

（5）18 頁。

23）  独占禁止法 89 条および 95 条。
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罪に該当しない場合がある。

　カルテルについて「不誠実に」合意することという要件がきわめて特徴的で

ある。続いて、カルテル罪の対象となる合意の類型は、いわゆるハードコアカ

ルテルと呼ばれる価格、供給制限、生産制限、入札談合、および市場分割に

関する合意である 24）。また、価格、供給・生産制限については、当事者が相

互に同様の内容の義務が課された合意であることが必要である 25）。くわえて、

合意の当事者が商品・役務の供給における同じ取引段階にあることが要件と

なっている 26）。
　（ii）2013年企業規制改革法による改正

　2013 年企業規制改革法による改正で、2002 年企業法 188 条から「不誠実に

（dishonestly）」という文言が削除された 27）。このように要件を軽減することを

内容とする変更は、「不誠実に」の要件が刑事訴追を妨げているという認識の

下、この文言を削除することにより刑事訴追の運用可能性を改善し、抑止効果

を高めることを意図してなされたものである 28）。

　他方で、2013 年企業規制改革法は 2002 年企業法に新たな適用免除・防御を

導入している。新たに挿入された 188A 条は、カルテル罪が犯されていない状

況を規定している。すなわち、①合意の当事者名、合意の性質、関連する商品

または役務等を内容とする「関連情報」29）を、合意締結や入札の前に顧客や

　　　　　　　　　　　　　　

24）  EnterpriseAct 2002, s 188 (2). 

25）  EnterpriseAct 2002, s 188 (3).

26）  EnterpriseAct 2002, s 188 (4) & 189.

27）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, s 47 (2).

28）  Department for Business, Innovation and Skills, Growth, Competition and the Competition 
Regime: Government Response to Consultation (2012), 10．

29）  EnterpriseAct 2002, s 188A (2) (as amended by Enterprise and Regulatory Reform Act 
2013, s 47 (5) ).
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入札主催者に知らせた場合 30）、および②法的な要請を遵守するために合意が

なされる場合 31）である。

　また、こちらも新規定である 188B 条は、カルテル罪についての防御が認め

られる場合を規定している。①合意締結時に (i) 顧客もしくは (ii) 競争市場当局

に対して合意の性質が秘匿されるとの意図がなかったこと、または②法的助言

者（professional legal advisers）に対して当該合意の締結や実施について助言

を得る目的で合意の性質が開示されることについての合理的なステップをとっ

たこと、を示すことが抗弁となる 32）。

　2013 年改正によりカルテル罪の構成要件から「不誠実に（dishonestly）」と

いう文言が削除され、他方で罪を問われる個人が、顧客や競争市場当局に対し

て合意を秘匿する意図がなかったことを示すことが抗弁として認められるよう

になった。これは、内心についての立証負担が検察から被告人に転換したこと

を意味するように解される。
　（iii）カルテル罪の量刑

　カルテル罪に該当する合意に関与した個人は、正式起訴による有罪判決

（conviction on indictment）により、最高で 5 年の懲役刑あるいは無制限の

罰金刑のいずれかまたはその併科刑 33）、あるいは陪審によらない有罪判決

（summary conviction）により、最高で 6 か月の懲役刑もしくは法定の最大を

超えない罰金またはその併科刑に課される 34）。

　　　　　　　　　　　　　　

30）  EnterpriseAct 2002, s 188A (1) (as amended by Enterprise and Regulatory Reform Act 
2013, s 47 (5) ).

31）  EnterpriseAct 2002, s 188A (3) (as amended by Enterprise and Regulatory Reform Act 
2013, s 47 (5) ).

32）  EnterpriseAct 2002, s 188B (as amended by Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, 
s 47 (6) ).

33）  EnterpriseAct 2002, s 190 (1)(a).

34）  EnterpriseAct 2002, s 190 (1)(b).
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③企業役員資格の剥奪

　2002 年企業法は、企業役員資格剥奪法 35）を改正し、競争法違反をした企業

の役員に対して企業役員資格を剥奪する制度を新たに導入した 36）。この制度

の対象となる競争法違反は、1998 年競争法の第１章の禁止・第 2 章の禁止、

および EU 機能条約 101 条・102 条の禁止である 37）。

　以下の 2 要件が充足される場合には裁判所は資格剥奪命令をなさねばならな

い 38）。2 要件とは、①自らが役員を務める事業者が競争法違反をおかし、②裁

判所が、役員としての行為により当該個人が企業経営に不適任であると思料す

る、である 39）。資格剥奪の期間は、最大で 15 年である 40）。

　資格剥奪命令の申立ては競争市場当局または規制当局がなすことができる 41）。

競争市場当局は、リニエンシーを利用した事業者の役員に対しては企業役員資

格剥奪命令の申し立てをしないことを明らかにしている 42）。ただし、競争法

違反における当該個人の役割を理由として、あるいはリニエンシー申請に反対

したことを理由として、役員から解任され、あるいは役員として活動すること

をやめた役員、またはリニエンシーの手続きに協力しなかった役員に対しては、

役員資格剥奪命令の申し立てをすることがあるという 43）。

　　　　　　　　　　　　　　

35）  Company Directors Disqualification Act 1986.

36）  EnterpriseAct 2002, s 204 (1).

37）  Company Directors Disqualification Act 1986, 9A (4).

38）  Company Directors Disqualification Act 1986, 9A (1).

39）  Company Directors Disqualification Act 1986, 9A (2)&(3).

40）  Company Directors Disqualification Act 1986, 9A (9).

41）  Company Directors Disqualification Act 1986, 9A (10).

42）  Competition and Market Authority, Competition Act 1998: Guidance on the CMA’s 
investigation procedures in Competition Act 1998 cases, CMA8 (2014). point 3.7. 

43）  Id．
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④リニエンシー制度

　英国では、カルテルに関する情報を提供した事業者等に対して制裁金の減免

を図ることを内容とするリニエンシー制度が 1998 年競争法の発効に合わせて

2000 年 3 月 1 日に導入された 44）。また、現在ではカルテル罪に基づく刑事訴

追に対する免責も導入されている（ノーアクションなどと呼ばれる）。くわえて、

役員資格の保護も受けることができる。

　リニエンシー制度は法律ではなく、競争市場当局のガイダンスによりその運

用がなされている 45）。主たるガイダンスは「カルテル事件におけるリニエン

シーとノーアクションの適用について 46）」である。

　リニエンシー制度を利用できるのはカルテル行為に参加した事業者および個

人である 47）。対象のカルテル行為は、第 1 章の禁止または EU 機能条約 101 条

に違反する合意または協調行為、再販売価格維持を含む価格協定、入札談合、

数量制限、市場分割等である 48）。

　協力のタイミング等により、リニエンシーはタイプ A、B、C の 3 カテゴリー

に分けられ、それぞれ要求される協力の程度や、保護の程度が異なる 49）。

　また、いわゆるリニエンシープラスの制度も導入されている 50）。事業者が

競争市場当局の調査に協力している市場におけるカルテル行為とは異なる市場

　　　　　　　　　　　　　　

44）  Roger Clarke & Eleanor J. Morgan, New Developments in UK and EU Competition 
Policy (2007), 130; Ky P Ewing, Competition Rules for the 21st Century: Principles from 
America’s Experience, 2nd ed. (2006), 593. 

45）  法律上の制度ではなく、当局の裁量によって運用されている制度のようである。

46）  Leniency and No-action Applications in Cartel Cases, OFT1495 (2013).

47）  Id, point 2.1.

48）  Id, point 2.2.

49）  Id, point 1.10.

50）  Id, point 9.1.
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（それぞれ第 1 市場と第 2 市場と呼ぶ）においてもカルテル行為をしている場

合がある。第 2 市場におけるカルテル行為に対する金銭制裁の全額免除または

100% 減額を受けた場合には、第 1 市場におけるカルテル行為に対する制裁金

について追加の減額を受けることができる。

⑤私人による救済（損害賠償等）

　競争法に関連して私人により提起される訴えは、公的エンフォースメン

トが先行して確定しているか否かによりフォローオン訴訟とスタンドア

ローン訴訟に大別され、得ることができる救済は損害賠償、差止め、宣言

（declaration）である。

　フォローオン訴訟とは、すでに欧州委員会、市場競争当局等により違反の判

断がなされた行為に関連する訴訟である。1998 年競争法の第 1 章の禁止、第

2 章の禁止、EU 機能条約 101 条 1 項、および 102 条の違反により生じた損害

を被った者は、①損害についてのいかなる主張も、②金額に関する他のいか

なる主張も、競争審判所に対してなすことができる 51）。その場合、これらの

機関の判断が確定後に訴えが可能となる 52）。競争審判所は、欧州委員会、市

場競争当局等の判断（違反の認定）に拘束される 53）。権利主張者は、その判

断を証拠として用いることができる 54）。訴えが通常の裁判所（英国とウェー

ルズにおいては高等法院大法官部（Chancery Division of the High Court）55）、

スコットランドでは民事上級裁判所および執行官裁判所（Court of Session 

　　　　　　　　　　　　　　

51）  Competition Act 1998, s 47A (1) & (4) (as amended by Enterprise Act 2002, s 18).

52）  Competition Act 1998, s 47A (5) & (6) (as amended by Enterprise Act 2002, s 18).

53）  Competition Act 1998, s 47A (9) (as amended by Enterprise Act 2002, s 18).

54）  Office of Fair Trading, Quick Guide to Private Litigation in Competition Cases, OFT1520 
(2007), point 2.5.

55）  ただし、例外がありうることについて、Id, FN 6.
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and Sheriff Court）、北アイルランドでは高等裁判所（High Court of Northern 

Ireland））に提起される場合、原告の主張が全く同じ事実関係に基づく場合に

は、これらの裁判所も前述の競争当局の判断に拘束され 56）、原告は損害に関

する立証のみをすれば足りる 57）。主張が競争当局の判断と全く同じ事実関係

についてではない場合には、当該判断は裁判所を拘束するものではないが、証

拠として採用されうる 58）。

　損害に関しては、違反が実際に損害を生ぜしめたことを権利主張者が立証せ

ねばならない 59）。違反がなければ損失が生じなかったであろうこと、および

被った損害の性質が合理的に予見可能であったことの立証が求められる 60）。

　また、国務大臣による指定を受けた多数の消費者を代表する団体は競争審判

所に対してフォローオン訴訟を提起できる 61）（スタンドアローン訴訟や事業者

が被った損害に関するフォローオン訴訟は認められていない）。この訴えは損

害を被った個人の同意に基づいてなされねばならず（すなわち、オプト・イン

型である）62）、訴訟の結果認められた損害賠償は消費者に対して支払われるの

が原則であるが、例外的に競争審判所が当該団体に対する支払いを命じること

もできる（当該団体と個人の同意を要する）63）。

　スタンドアローン訴訟は、競争当局等がいまだ何ら判断をしていない行為に

　　　　　　　　　　　　　　

56）  Competition Act 1998, s 58A (2) (as amended by Enterprise Act 2002, s 20).

57）  Office of Fair Trading, Quick Guide to Private Litigation in Competition Cases, 
OFT1520(2007), point 4.5.

58）  Id, point 4.5.

59）  Id, point 2.6.

60）  Id, point 2.6.

61）  Competition Act 1998, s 47B (1) & (9) (as amended by Enterprise Act 2002, s 19).

62）  Competition Act 1998, s 47B (3) (as amended by Enterprise Act 2002, s 19).

63）  Competition Act 1998, s 47B (6) (as amended by Enterprise Act 2002, s 19).
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ついて競争法違反を主張する場合である。これらの訴訟について競争審判所は

管轄を有さず、すべて通常の裁判所に提起される。権利主張者は違反と損害に

関する立証負担を負う 64）。

　損害賠償請求の訴えにおいては、被った損害額を立証せねばならない 65）。

その算定は、違反がなかった場合との比較において生じた差額による 66）。

差止めは前述の通常の裁判所においてのみ提訴可能である。暫定的差止め命令

（interim injunction）を求めることもできる。差止めは、損害賠償だけでは権

利主張者に適切に補償がなされない場合に認められる 67）。差止めを求める訴

訟が提起されることもあるようであるが、最終的にこれが認められた事例はな

さそうである 68）。

　また、前述の通常裁判所は、特定の合意や行為が競争法に違反するというこ

との宣言をなすことができる。

２．公的エンフォースメントの流れ
　競争法に関する公的エンフォースメントは行政事件と刑事事件とで異なる手

続きによる。以下、それぞれについて概観する。

①行政事件

　まず、①競争市場当局または分野別規制当局の決定がなされる。このうち、

不服申立 て 可能 な 決定 69）は、②競争審判所（Competition Appeal Tribunal）

　　　　　　　　　　　　　　

64）  Office of Fair Trading, Quick Guide to Private Litigation in Competition Cases, OFT1520 
(2007), point 2.5.

65）  Id, point 2.6.

66）  Id, point 6.3-6.4. 損害額の算定の困難さについては日本と同様の状況がみられるようである。

67）  Id, point 6.6.

68）  Sandra Marco Colino, Competition Law of the EU and UK, 7th ed. (2011), 139.

69）  Comepetition Act 1998, s 46 (3) (as amended by Enterprise Act 2002, Schedule 5, para 2).
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に訴えを提起することができる（不服申て可能な決定については後述）。なお、

不服申立て可能な決定にあたらなくとも、手続き違反や行政裁量の不適切な

行使に関するものは、高等法院女王座部行政裁判所（Administrative Court 

of the Queen’s Bench Division of the High Court）への不服申立ての可能性が

残されている 70）。競争審判所の判断に不服がある場合には、③イングランド

とウェールズでは控訴院（Court of Appeal）、スコットランドでは民事上級

裁判所（Court of Session）、北アイルランドでは控訴院（Court of Appeal of 

Northern Ireland）で争われ、④最高裁判所（Supreme Court）が最終審となっ

ている。

②刑事事件

　2002 年企業法 188 条にいうカルテル罪の疑いについて①合理的な根拠があ

る場合に、競争市場当局は調査を実施することができる 71）。そして違反があ

る場合に②起訴がなされる。起訴の権限は、イングランド、ウェールズ、北

アイルランドでは重大不正捜査局（Serious Frand Office, SFO）と市場競争

当局 72）、スコットランドでは法務総裁（Lord Advocate）が有する 73）。なお、

私人訴追主義 74）に基づき、イングランドとウェールズではカルテル罪につい

　　　　　　　　　　　　　　

70）  Whish supra note 6, at 440.

71）  Enterprise Act 2002, s 192 (1).

72）  Enterprise Act 2002, s 190 (2).

73）  Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995. 2002 年企業法 に よ る 規定 は 不要 で
あ る。Department of Trade and Industry, Explanatory Notes to Enterprise Act 2002, 
point 411; Competition Market Authority, Cartel Offence, Prosecution Guidance, CMA9 
(2014), 5. 

74）  私人訴追主義について、鯰越溢弘「私人訴追主義と国家訴追主義」法政研究 48 巻 1 号（1981
年）33 頁、小山雅亀「イギリスにおける私人訴追の変容」西南学院大学法学論集 46 巻
2 号（2013 年）74 頁。
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ても競争市場当局の同意を得た個人による起訴も可能である 75）。

　イングランドとウェールズにおいて 76）、カルテル罪に関する事件を扱う裁

判所は以下のとおりである。イングランドとウェールズでは事件はすべて治安

判事裁判所（magistrates’ court）に送付され、係属する裁判所が判断される。

量刑により係属する裁判所が異なるためである。5 年以下の拘禁刑、上限な

しの罰金、またはその併科刑の場合には正式起訴による刑事事件（indictment 

offence）として扱われ 77）、刑事法院（Crown Court）に係属し、6 月以下の拘

禁刑、法定上限を超えない罰金 78）、またはその併科刑の場合には、略式起訴

による刑事事件（summary offence）として扱われ 79）、治安判事裁判所に係属

する 80）。

　これらの裁判所による判断に対する上訴は通常の刑事事件と同様である。す

なわち、治安判事裁判所の判断は刑事法院合議法廷に上訴可能であり、これに

　　　　　　　　　　　　　　

75）  Enterprise Act 2002, s 190 (2); Department of Trade and Industry, Explanatory Notes to 
Enterprise Act 2002, point 411; Michael J Fres, Sanctions in EU Competition Law (2014), 
point 5.8.4; American Bar Association, Competion Laws Outside the United States, First 
Supplement (2005), 95. 市場競争当局の同意を要するとすることにより、濫用的訴訟を回
避することが意図されているという。私人訴追は可能ではないという立場をとるもの
に、Steve Male, Cartels in the Construction Supply Chain, in Michael Murray & Andrew 
Dainty eds., Corporate Social Responsibility in the Construction Industry (2008), 180．北
アイルランドおよびスコットランドにおいても私人訴追の制度はあるようだが、カルテ
ル罪についてこれを用いることができるか確認することができなかった。

76）  スコットランドでは、刑事事件の第 1 審は刑事上級裁判所（High Court of Justiciary）
であり、上訴も同裁判所になされこれが最上級審となっている（英国の最高裁判所への
上訴はない）。北アイルランドにおける取り扱いについては十分に確認できなかった。

77）  Enterprise Act 2002, s 190 (1) (a).

78）  現在は 5,000 ポンド。

79）  Enterprise Act 2002, s 190 (1) (b).

80）  Office of Fair Trading, Quick Guide to Cartels and Leniency for Businesses, OFT1495b 
(2013), Point 2.7.
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関する刑事法院の判断は、さらに高等法院合議法廷（High Court）に上訴可能

である 81）。

　また、正式起訴による刑事事件に関する刑事法院の判決は、控訴院刑事部

（Court of Appeal Criminal Division）に上訴可能である。さらにその判決は最

終審である最高裁判所（Supreme Court）への上訴が許されうる 82）。

３．関連機関の現況 83）

①競争市場当局
　（i）競争市場当局の新設

　競争法の執行を担う行政機関は 2013 年企業規制改革法によって大きく変更

されている。

　2014 年 3 月 31 日までは、競争法の執行機関としては、公正取引庁（Office 

of Fair Trading, OFT）および競争委員会（Competition Commission, CC）、そ

して各分野別の規制当局があった。

　2002 年企業法により設置された公正取引庁 84）は、調査、執行等に関する権限

を付与されていた。また、1998 年競争法によって設立された競争委員会は 85）、

合併審査および市場調査（market investigations）等を行う権限を有した。また、

2002 年企業法は、合併に関する権限を公正取引庁と競争委員会に付与していた。

2013 年企業規制改革法（Enterprise and Regulatory Reform Act 2013）に よ り

　　　　　　　　　　　　　　

81）  幡新大実『イギリスの司法制度』（東信堂、2009 年）108 頁。

82）  幡新・前掲注（81）42 頁。

83）  2013 年企業規制改革法以前の執行手続きの詳細については、栗田・前掲注（5）「英国に
おける競争法の執行手続」および「英国競争法の執行手続」を参照。

84）  その前身は、1973 年公正取引法 1 条が設置した、公正取引庁長官のオフィス（office of 
Director General of Fair Trading）である。

85）  Competition Act 1998, s 45.
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2013 年 10 月 1日に 競争市場当局（Competition and Markets Authority, CMA）が

新たに設立された 86）。2014 年 4 月 1日に公正取引庁と競争委員会は廃止され 87）、

その機能のほとんどを競争市場当局が引継いだ 88）。これにより、複数存在した

競争当局がひとつに統一されることとなった。

　この統合は、2 段階からなる合併および市場調査の手続きにみられた重複を

排し 89）、効率性を向上させて、リソースの適切かつ一貫した配置を図り、国

内外における競争・消費者保護に関する唱導をより力強く行うこと等を目的と

してなされた 90）。

　競争市場当局は、国王に代わって、連合王国内外における消費者の利益のた

めに競争を促進することを任務とし 91）、その性質は法人（corporate body）と

して設置されている 92）。
　（ii）権限

　競争市場当局が権限を有するのは、1998 年競争法違反に関する調査、カ

ル テ ル 違反 に 関 す る 個人 に 関 す る 刑事手続 き の 開始（bringing criminal 

proceedings）93）、合併規制における審査、市場研究および市場調査（market 

studies and market investigations）等である。
　（iii）組織

　狭義 の 競争市場当局 は、競争市場当局 お よ び 競争市場当局 ボード の 長

　　　　　　　　　　　　　　

86）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, s 25 (1).

87）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, s 26 (1) & (2) .

88）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, s 26 (3), Schedule 5 & 6.

89）  審査担当機関を分けることによる非効率について、坂野・前掲注（5）18 頁。

90）  Department for Business, Innovation and Skills, Growth, Competition and the Competition 
Regime: Government Response to Consultation (2012), 5．

91）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, s 25, Schedule 4, para. 8.

92）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, s 25 (1). 

93）  重大不正捜査局と権限を共有する。
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（Chair）、競争市場当局ボードのメンバー、競争市場当局パネル（CMA Panel）

のメンバー、ならびにボードとパネル両方のメンバーから構成される 94）。こ

れらのメンバーはいずれも国務大臣により任命される 95）。その任期は、長お

よびボードメンバーは 5 年以内、パネルメンバーは 8 年以内で、国務大臣が

定める 96）。国務大臣が市場競争当局のメンバーを罷免できるのは（a）無能

力（incapacity）、（b）非違行為（misbehaviour）、（c）職務 の 懈怠（failure to 

carry out his or her duties）を理由とする場合である 97）。

　競争市場当局ボードは、競争政策との関係では（1）競争市場当局が法定

の任務および機能を遂行し、善きガバナンスプリンシプルを遵守することを

確保すること、（2）2013 年企業規制改革法に示された政策枠組みに合致す

るような競争市場当局の全体的な戦略方針を策定することを任務とする 98）。

　競争市場当局パネルは、これまで競争委員会（Competition Commission）が

担ってきた合併の第 2 段階審査等および市場競争当局の上訴等の機能を担う組

織である 99）。

　また、ボードおよびパネルの下部組織として、エンフォースメント総局

（Enforcement Directorate）、市場合併総局（Market and Mergers Directorate）

および法人業務総局（Corporate Services Directorate）の 3 総局、およびジェ

ネラルカウンシル部（Office of the General Counsel）とチーフエコノミックア

ドバイザー部（Office of the Chief Economic Advisor）がある 100）。

　　　　　　　　　　　　　　

94）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, Schedule 4, para 1 (1).

95）  Id.

96）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, Schedule 4, paras. 2 (2) & 3.

97）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, Schedule 4, para. 7.

98）  Competition and Market Authority, Board Rules of Procedure (2014), para. 4. 

99）  Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 Explanatory Notes, para. 178.

100）  組織構成について、競争市場当局ウェブサイトを参照。https://www.gov.uk/government/
publications/cma-structure　
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②事業分野別規制当局

　特定の規制分野における 1998 年競争法の第 1 章の禁止・第 2 章の禁止、お

よび EU 機能条約 101 条・102 条のエンフォースメントについては、当該規制

当局と競争市場当局とが共管する 101）。これらの規制当局とは、ガス・電力市

場当局（Gas and Electricity Markets Authority）、英国情報通信庁（Office of 

Communications, OFCOM）、水道事業規制当局（Water Services Regulation 

Authority, OFWAT）、鉄道規制庁（Office of Rail Regulation, ORR）、北アイ

ルランドユーティリティー規制機関（Northern Ireland Authority for Utility 

Regulation102））、および民間航空局（Civil Aviation Authority）である。

　これらの規制当局と市場競争当局との権限の競合に関しては、1998 年競争

法 54 条と同法スケジュール 10 が規定していた。2013 年企業規制改革法 51 条

～ 53 条は、これを改正するものである。その後、1998 年競争法 54 条と同 71

条に基づき、2014 年競争法（競合）規則 103）が採択されている。ここでは法的

根拠の指摘にとどめ、その内容である規律のあり方については、紙幅の都合に

より別稿で検討することとする。

　なお、各規制当局は規制分野特有の規制権限をも有しており、これと競争法

の両者を用いることが可能な状況において、いずれを用いるかについては各当

局により判断がなされる 104）。

　　　　　　　　　　　　　　

101）  規制権限の競合、および後述する規制手段の選択について、友岡史仁『ネットワーク
産業の規制とその法理』（三和書籍、2012 年）40 頁、Whish supra note 6, at 437 & 977. 
ただし、いずれも後述の 2014 年規則が採択される前の文献である。

102）  1998 年競争法での名称は、Northern Ireland Authority for Energy Regulation であるが、
Water and Sewerage Services (Northern Ireland) Order 2006, s 3 (1) により名称が変更
されている。

103）  Competition Act 1998 (Concurrency) Regulation, SI 2014/536. こ れ は Competition Act 
1998 (Concurrency) Regulation, SI 2004/1077 を廃止し、新たに競合管轄について定める
ものである。

104）  Whish supra note 6, at 977-980; 友岡・前掲注（101）44 頁。
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③競争審判所および上訴
　（i）組織

　競争審判所（Competition Appeal Tribunal, CAT）105）は 2002 年企業法により

設置された 106）。その構成は、大法官（Lord Chancellor）により任命される所長

（President）と裁判長パネル（a panel of chairmen）のメンバー、および国務大

臣により任命されるエコノミスト、弁護士、会計士等の専門家、あるいは事業、

公務等の経験を有するもの等からなる通常メンバーパネル（a panel of ordinary 

members）のメンバーである 107）。審判所には国務長官により任命されるレジス

トラー（Registrar）が配されている 108）。また、審判所内には審判所の財務・支

援を担う競争サービス（Competition Service）が設置されている 109）。
　（ii）権限

　競争審判所の任務は以下の 5 つに大別される。すなわち、① 1998 年競争法

および EU 機能条約 101 条および 102 条に基づく市場競争当局および分野別規

　　　　　　　　　　　　　　

105）  CAT は、これまで「競争控訴審判所」と訳されることが多かった。しかし、ここでの
Appeal は、「不服申立て」を意味するもので、「控訴」ではない。実際に、CAT は、控
訴裁判所としての役割をもたない。本稿では、①不服審査は、「審判所」という呼称の
機関が担うことの多い役割の典型例であるため、「不服審判所」と表記する必要性はあ
まりないこと、②現在の CAT は不服審査のみを扱う機関ではないこと等から、単に

「競争審判所」と訳出している。英国の審判所制度全般については、榊原秀訓「審判所
制度とその変容」戒能道厚編『現代イギリス法事典』（新世社、2003 年）190 頁を参照。
同文献でも、Appeal は「不服申立て」の意味に解されており、また Appeal Tribunal は、
単に「審判所」と訳されている。

106）  Enterprise Act 2002, s 12 (1). 以前は競争委員会の内部に設置された競争委員会審判所
（Competition Commission Appeal Tribunal, CCAT）が、公正取引庁の決定に対する不
服審査をおこなっていた。

107）  Enterprise Act 2002, s 12 (2); Competition Appeal Tribunal, Guide to Proceedings (2005), 
point 1.9

108）  Enterprise Act 2002, s 12 (3).

109）  Enterprise Act 2002, s 13 & Schedule 3.
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制当局の決定についての不服申立てを受けること（ただし決定のすべてではな

い）110）、② 1998 年競争法および EU 機能条約に基づくイギリスおよび EU の

当局による決定から生ずる金銭的主張（monetary claims）の判断 111）、③合併

に関する決定の審査 112）、④市場調査に関する決定の審査 113）、⑤市場調査、合

併審査に関する手続違反に基づく罰に関する提訴を受けることである 114）。
　（iii）管轄

　競争市場当局の決定等を受けた合意の当事者、および自らの行為について競

争市場当局の決定等を受けた者は、以下に挙げる一定の事項について、競争審

判所に対して不服申立てすることができる 115）。

　不服申立てが可能な事項は、以下のとおりである 116）。①第 1 章の禁止に違反

するか否か、②第 2 章の禁止に違反するか否か、③個別免除を付与するか否か、

④個別免除について、（a）4 条 3 項（a）または 5 条 1 項（c）に基づく条件また

は義務を課すか否か、（b）条件または義務が課されている場合にはその条件や

義務について、（c）4 条 3 項（b）に基づいて定められる期間について、（d）4

条 5 項に基づいて定められる期日について、⑤個別免除が効果を有する期間を

延長するか否か、および延長するべき期間、⑥免除の取消し、⑦ 36 条に基づく

罰の付与、または罰の額、⑧ 47 条 1 項の申請により上記①～⑥に関する決定の

　　　　　　　　　　　　　　

110）  規制当局の決定が行政裁判所に提訴されることがあることについて、Whish supra note 
6, at 440.

111）  Whish supra note 6, 317-319 参照。

112）  Enterprise Act 2002, s 120.

113）  Enterprise Act 2002, s 179.

114）  Whish supra note 6, at 477 & 949 参照。

115）  Competition Act 1998, s 46 (1)& (2) (as amended by Enterprise Act 2002, Schedule 5, 
para 2).

116）  Comepetition Act 1998, s 46 (3) (as amended by Enterprise Act 2002, Schedule 5, para 2).
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撤回または変更、ならびに⑨ 32、33、35 条に基づく指示および他の決定である。

　競争審判所は、当事者に対して聴聞の機会を付与したうえで、以下の場合に

は、手続きのいかなる段階においても、不服申立ての一部または全部につい

て棄却または却下することができる 117）。すなわち、①不服申立て通知（notice 

of appeal）が不服申立てに関する有効な根拠を示さないと思料する場合、②不

服申立人が不服申立てがなされた決定について十分な利益を有していないと思

料する場合、③不服申立人が合理的な理由なく常習的または繰り返し、同一人

物または異なる人物に対するかを問わず濫用的に手続きを開始した、あるいは

いずれかの手続きにおいて濫用的に不服申立てをしたと確信する場合、④不服

申立人が審判所の規則、指示、訴訟手続きの指示、または命令に応じない場合、

である。

　不服申立ての効果として、不服申立てが罰の賦課または金額に関するものの

場合、当該申立てに関する決定は効果が停止し、それ以外については停止しな

い 118）。
　（iv）審判手続き

　審判所の手続きは 1998 年競争法、2002 年企業法、および 2003 年競争審判

所規則 119）に規定されている。

　各事件は 1 名のチェアマン（チェアマンは長官または議長パネルのメンバー）

と他の 2 名（議長パネルのメンバーまたは通常メンバー）からなる法廷が判断

し、合意に至ることができない場合には多数決による 120）。手続問題は長官ま

たは議長パネルのメンバーが単独で判断をすることができる 121）。

　　　　　　　　　　　　　　
117）  The Competition Appeal Tribunal Rules 2003, SI 2003/1372, s 10 (1).
118）  Comepetition Act 1998, s 46 (4).
119）  Competition Appeal Tribunal Rules 2003, SI 2003/1372. See also, Competition Appeal 

Tribunal, Guide to Proceedings (2005).
120）  Enterprise Act 2002, s 14.
121）  Whish supra note 6, at 72.
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　（v）上訴

　競争審判所 の 審決（decision）は 一定 の 事項 に つ い て 控訴院（Court of 

Appeal）への上訴が可能である（スコットランドにおける審判手続きからの

上訴は民事上級裁判所（Court of Session））122）。

　上訴が可能な事項とは、① 1998 年競争法 36 条における罰金額についての審

判所の審決、②同法 47 条 A における手続きによりなされた、または同法 47

条 B の手続きに含まれる主張に関する、損害または他の金額の認定に関する

審判所の審決、③同法 46 条または同法 47 条に基づくアピールに関する審判所

の他の審決から生じる法律上の論点である 123）。

　競争審判所の審決について上訴をすることができるのは、審判所の手続きの

当事者、および当該事項について十分な利益（sufficient interest）を有する者

である 124）。上訴は審判所または上訴先の控訴院の許可を要する 125）。

おわりに

　本稿では、英国競争法のエンフォースメントに関する日本との比較法的検討

をする際の素地を得ることを目的に、2013 年企業規制改革法による改正後の

英国競争法の全体像等を素描した。

　基本体系においては日本法を含む多くの法域にみられる 3 本建てとなって

いる。しかし、エンフォースメント面においては、枠組みのレベルにおいて、

いくつかの特徴的な面があることが指摘されよう。第 1 に、規制当局による

競争法の適用について不服申立てする先として、競争審判所が設置されてい

　　　　　　　　　　　　　　

122）  Comepetition Act 1998, s 49 (3) (as amended by Enterprise Act 2002, Schedule 5, para 4).

123）  Competition Act 1998, s 49 (1) (as amended by Enterprise Act 2002, Schedule 5, para 4).

124）  Competition Act 1998, s 49 (2)(a) (as amended by Enterprise Act 2002, Schedule 5, para 4).

125）  Competition Act 1998, s 49 (2) (b) (as amended by Enterprise Act 2002, Schedule 5, para 4.)
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ることである。この点は改正前の日本の独占禁止法における審判制度に類似

しているようにも思われる。第 2 に、日本とは異なり、競争法のエンフォー

スメントの主体が競争当局だけでなく、事業分野規制当局にもその権限があ

り、さらに権限の競合について法的なルールがみられるという点である。第

3 に、刑事罰の名宛人が個人に限られているという点で日本とは異なってお

り、また、これまで英国競争法に特有であった「不誠実に」という内心に関

する要件が法改正により削除された。他の法域に平仄をそろえたものといえ

よう。

　これらのうち、競争審判所については、日本における審判制度を廃止する法

改正がなされた現在では、検討する価値はやや落ちているかもしれない。

　他方で、これまで競争法のエンフォースメントが事業分野別規制当局によっ

てもなされるという点の検討は多くなされておらず、また先行研究の公表後に

は 2013 年法による改正がなされている。日本においてはいわゆる事業法による

規制を受ける分野において行政機関により競争に関する規律がなされる場合、

公正取引委員会により独禁法が適用され、また所轄省庁により事業法の範囲で

規制がなされうる。その場合に、公正取引委員会と所轄省庁の規制権限がどの

ような関係にあるかは法的なルールはなく、講学上も立場が分かれるところで

ある 126）。この点、英国競争法は、同一の競争法の執行権限についてではあるが、

権限の競合についてルールを定めており、これを詳細に検討し背景にある考え

方を知ることにより、日本への示唆を得ることができそうである。

　刑事罰に関しては、本稿で取り上げた概観ではなく、その手続き的な保障が

厚くなされているという点に特徴があるように思われる。この点については競

争当局が示したガイダンスなどを参照した詳細な先行研究がみられる。今後は、

　　　　　　　　　　　　　　

126）  競争に関わる事項については競争当局が規制をすべきとする立場、規制分野についてよ
り知見を有するので所轄官庁が規制をすべきとする立場に分かれる。詳細については、
拙著『EU 競争法の公共サービスに対する適用とその限界』（日本評論社、2013 年）4 頁。
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先行研究を踏まえて、なぜそのような手厚い保障がなされているのか、その背

景を明らかにすることが必要なのではないかと考えられる。この点については、

私人訴追主義をとってきた英国の法伝統や、2002 年にカルテル罪が導入され

た際の国内の議論などが手がかりになるかもしれない。


